
（衆議院小選挙区選出議員選挙における選挙運動に関する支出の制限額）

北海道選挙管理委員会告示第41号

令和６年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職選挙法（昭和25年法

律第100号）第194条第１項の規定による選挙運動に関する支出の制限額は、次のとおりで

ある。

令和６年10月15日

北海道選挙管理委員会委員長 石 塚 正 寛

北海道第１区 ２５，９２３，６００ 円

北海道第２区 ２５，９９８，２００ 円

北海道第３区 ２６，０１９，３００ 円

北海道第４区 ２５，１３０，９００ 円

北海道第５区 ２５，５６２，７００ 円

北海道第６区 ２７，３０５，７００ 円

北海道第７区 ２４，９２１，０００ 円

北海道第８区 ２６，４６５，９００ 円

北海道第９区 ２６，８０２，５００ 円

北海道第10区 ２５，３１３，８００ 円

北海道第11区 ２５，４４３，４００ 円

北海道第12区 ２５，３８３，９００ 円


